
1. はじめに

一般的に自由主義国においては, 雇用契約において企業と労働者は対等であり, 契約自由の原

則が認められている. つまり労働者はいつでも職を辞することができ, 雇い主はいつでも労働者

を解雇できる. しかしながら, 労働者は雇い主よりも交渉力は劣位にあるため, 雇用保護立法

(employment protection legislation) の一環として, 雇い主の解雇権を制約する政策や法手続

きが各国で実施されている. その手段としては手切れ金 (severance payment) の支払いや事前

告知 (advanced notice of dismissal) の設定, 解雇税 (firing tax) を課す等がある.

このような立法が一般化したのは, 近年のことである. OECD (1999b, p. 51) は, 雇用保護

立法の起源は第 2 次世界大戦以前にまで遡るが, 現在の立法は 1950 年代～1970 年代にかけて形

成されたものであること, 特に 1973 年の第 1 次石油危機後の景気後退は集団解雇を含む分野で
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要 旨

雇用保護立法が労働市場に与える効果については, 理論的根拠や実証分析の結果を顧みずに議論

されている場合が多い. 解雇権の制約を規制緩和の観点から批判した政策提言がなされたり, 異な

る方向を向いた整合性に欠ける政策が提案・実行されたりする場合もある. 雇用保護立法が与える

効果は, 保護立法が外生的与件であると想定した場合, 政策付き DMP モデルによって検証可能で

ある. 雇用保護立法は, 失業率を下げる方向と上昇させる方向に同時に働くため, 先験的には効果

は不明であることが示される. さらに, DMP モデルの職務を細分化することで, 一方では保護の

継続, 他方で保護立法の緩和という異なる方向を向いた政策を評価することが可能となる. その結

果, 新規雇用が短期雇用に限定され, 短期雇用の雇用喪失が発生しやすく長期雇用への転換が困難

となるため, 固有の生産性ショックが発生した場合には失業率が上昇することが示される.
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の様々な保護手段を採用する契機となったとしている1.

但し, 全ての雇用が解雇権制約の対象となる訳ではない. 雇用契約には雇用期間に定めのない

長期雇用契約 (long-term/permanent contract) と固定期間契約 (temporary contract, fixed/

short-term duration contract) がある. 雇用期間の定めのない契約は, いつでも解約される場

合もあるため随意雇用 (at will employment) とも呼ばれる. また終わりの無い契約 (open-

ended contract) とも呼ばれる. 解雇が制約されるのは雇用期間に定めのない長期雇用が対象

であり, 正規雇用とされる. 短期雇用である固定期間契約については, その利用が規制される場

合が多く, 非正規雇用とされる.

解雇権を制約する施策については, 法学的見地のみならず, 経済学的観点からも議論されてい

るところである. 仮に労働市場に摩擦が存在しないのであれば, 雇用保護立法は資源配分を歪め

るものであり, パレート最適条件は成立しないという見解も成立し得る. この場合, 雇用保護立

法は, 法 (law) の精神を枉げる為政者による恣意的立法として批判されるであろう.

解雇権の制約といった雇用保護立法について懸念が表明されるようになった背景には, 欧州の

1990 年代における高い失業率がある. OECD (1994a, p. 36) は, 雇用保護立法は解雇費用を上

昇させることで解雇を困難にすることが目的であるが, 雇い主に新規雇用を躊躇わせること, 雇

用保護の程度が厳しい欧州では長期失業率が高く, 雇い主は労働力の柔軟性 (flexibility) 確保

の必要性に対応するために一時契約等の手段に訴えることを指摘している2. OECD (1994a) に

おいては, 失業率を低下させるために雇用戦略 (jobs strategy) が提示され, 労働者保護規制

の緩和もその一環として提起されてきた.

しかしながら, 雇用保護立法の労働市場に与える効果に関する議論には陥穽に陥り易い危険性

を秘めていることも事実である. OECD の雇用戦略のうち雇用保護立法の緩和に関しては, 必

ずしもその効果に関しては実証分析結果を伴うものではない3. そうであるにも関わらず, OECD

の見解に無批判に追随した ｢識者｣ が存在したことも一方では事実である.

Pissarides (2001, pp. 131-132) は, 政策関連の時事解説者 (policy commentator) の代表的

見解として, 雇用保護は労働市場の柔軟性を低下させ, 技術進歩や市場統合に伴う構造変動に応

えることができないために, 高い失業率と少数派が不利を被るユーロ動脈硬化 (eurosclerosis)4
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1 日本における雇用保護立法の概要は {補論Ⅰ} に記載している.
2 OECD (1994a, p. 36) は, 雇用保証は転職を抑制することでオン・ザ・ジョブ・トレーニングへの投

資を奨励するものであり, 解雇の自由と雇用保証のバランスが必要であると指摘している. さらに,
OECD (1994a, p. 46) は, 立法又は中央レベルでの労使交渉を通して不公平あるいは差別的解雇を禁
止する条項を確立すること, 経済的理由による解雇を認めるとともに分権的労使交渉により協議され
ること, 構造改革や新規雇用を妨げる解雇制約を緩めること, 固定期間契約を認めるとともに正規雇
用の保護を相対的に緩めること, 固定期間契約終了時にボーナスを支給することを提言している.

3 Pissarides (2001, pp. 132) は, OECD が政策提言したにも関わらず, OECD (1999b) における実証
分析において雇用保護が失業率の低下とは関連性が認められないことを指摘している.

4 ユーロ動脈硬化は Giersch (1985, pp. 1-2, 5) が 1970～1980 年代のヨーロッパ経済の停滞に対して下



につながるといった言説が流布されたことを指摘している.

日本においても, 解雇権が制約されることで, 企業が採用行動に慎重になり, 失業率が上昇し

ているという OECD (1994a) の見解を受け売りした理論・実証双方の分析の根拠を欠く政策提

言が随所で提示されたところである5. 仮に, 政策提言を行った自称 ｢識者｣ 本人がこのような

言説について確信を持っていたとしても, それは直観に基づく個人的見解に過ぎない.

雇用保護立法の経済効果については従前から実証分析が多数, 試みられてきたところである.

但し, 実証分析を積み重ねても, 理論モデルが完全な労働市場に立脚している場合, 雇用保護立

法は雇用創出を抑制するという結果に結びつきやすい. 労働市場に摩擦が存在しないことを前提

とした議論は, 雇用保護立法による解雇権制約の負の効果を強調する同義反復的議論に陥りがち

である. マーシャル型の通常の労働市場モデルに基づいた検証を行うことには限界がある.

雇用保護立法が労働市場に与える効果については, 1990 年代の段階では理論モデルとして確

立していなかった. 従って, 実証分析に際しても, 労働需要関数等に解雇費用等を説明変数とし

て加えることが行われてきたが, 雇用保護立法の外生性が検証された訳ではなく, その結果も説

得力が低いものとなる場合が多かった.

問題となるのは, このように理論的, 実証的に不確実な主張であるにも関わらず, 解雇権制約

を社会的規制とみなして, ｢解雇規制｣ を緩和することが労働市場の効率性を向上させるととも

に失業率を低下させるという提言を受けて, 雇用保護政策の緩和が議論されてきたことである.

特に問題となるのは解雇権制約の緩和を部分的に実施したことである6. これは 1980 年代以降

に実施された雇用保護立法の緩和政策の一環であり, 正規雇用の雇用契約を雇用保護立法の緩和

対象とすることは政治的に難しいことから, 緩和対象を限定するものである. つまり, 固定期間

雇用については, 解雇は行いやすいが, 更新や期間に制約があるため, これを緩めるものである.

雇用保護立法の部分的緩和は, 雇用喪失を回避するために, 長期雇用の保護を維持あるいは強

化し, 一方で雇用創出を促すために, 短期雇用に関連する法規を緩和するという政策である. こ

の政策は, 正規雇用についての解雇権を制約したままで解雇しやすい非正規雇用を増やすもので

あることから, 長期雇用と固定期間契約の間の相対的厳格性の格差を拡大するものである7.

OECD (1999a, pp. 20-21) は, 欧州諸国において雇用保護立法の緩和政策が主として非正規

雇用を対象として実施されたこと, OECD もそれを奨励してきたことを指摘している. 但し,

OECD (2006, p. 12) では, 雇用戦略の見直しにおいて雇用保護立法と失業率の理論的関係は不
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した診断であり, 特に高失業率に見られるように労働市場において停滞が顕著であると指摘した.
Giersch (1985, pp. 7-10) は, 動脈硬化の背後には労働市場の諸制度があり, その中に解雇に伴う費
用があると指摘している.

5 日本における雇用保護立法緩和議論については {補論Ⅱ} に記載している.
6 これは限界部分における柔軟性 (Flexibility at the Margin) を追求したものである (Boeri and

Garibaldi (2007), Sala. Silva and Toledo (2012)).
7 このような雇用保護立法の改革は 2 層改革 (two tier reform) と呼ばれる (Boeri and Garibaldi

(2007)).



確かであること, 厳格過ぎる雇用保護は効率性を損なうが, 労働市場の改革が非正規雇用を対象

とした部分的なものに偏っていたために弊害が派生していることを認めている.

解雇権制約に関する整合性に欠ける政策は, 労働市場に副作用を及ぼすことは必定である. こ

のような政策議論を克服するためには, 異なる観点からの考察が必要となる. 労働市場が買手独

占的であるといった企業が労働者に対して優越的地位にある場合には, 企業の解雇権を制約する

ことが正当化される可能性が発生する. 但し, 不完全労働市場を想定していても, 理論的根拠が

明確でなければその説得力は低く, 様々な解釈の余地を残すことになる.

理論的フレームワークを構築するためには, 労働市場に摩擦が存在することを前提とする必要

性がある. このような考察は DMP (Diamond-Mortensen-Pissarides) モデルの開発によって

可能になった. DMP モデルは摩擦のある労働市場を扱う標準的モデルとなっている. 雇用保護

立法の経済効果のみならず, 公共職業安定所による職業紹介によるマッチング機能の向上, 雇い

入れ補助金, 賃金補助といったいわゆる積極的労働市場政策に分類される雇用政策の効果を検証

するためには, DMP モデルに拠らなければならない.

DMP モデルを用いた政策効果の分析においては, 雇用保護立法は外生的与件であると想定さ

れている. この場合, 解雇権を制約することは必ずしも失業率に負の影響を与えるものではな

いことが示される. また, 摩擦が存在する状況下においては, 最適条件としてはパレート最適条

件に替ってホシオス条件が成立することが求められる.

本論は, DMP モデルに基づいた雇用保護立法の効果に関する議論を展開するものである. 2

では雇用保護立法の効果に関する議論を概観し, 3 では DMP モデルを用いた政策評価方法につ

いて雇用保護立法に力点を置いて解説する. 4 では雇用保護立法の部分的緩和の与える効果につ

いての議論を解説し, 5 では今後の課題と展望を述べる.

2. 雇用保護立法の効果に関する議論の系譜

ここでは 1990 年代以降の雇用保護立法の効果に関する議論を概観する8.

雇用保護立法の経済効果を実証するためには解雇の困難性を計測するとともに, 解雇費用を求

めなければならない. Bertola (1990, p. 853) は, Emerson (1988) の記述に基づいて日本を含

む 10 カ国の雇用保護ランキングを作成し, 最も困難な国はイタリア, 日本は 6 位であることを

示している. また, Bentolila and Bertola (1990, pp. 399-401) は欧州 4 カ国の解雇費用と雇い
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8 1990 年代における雇用保護立法指数, 解雇費用が労働市場に与える影響についての理論・実証分析は,
中田 (黒田) (2001) による包括的な概観がある. 雇用保護立法が労働市場に与える効果についての
実証分析については, 1990 年代の業績については OECD (1999b, pp. 119-125), 1990 年代～2000 年
代初頭にかけての業績については Addison and Teixeira (2003), 1990 年代から 2010 年前後にかけ
ての業績については, OECD (2013, pp. 69-74) による概観がある. 本論の執筆においても参照させ
て頂いた.



入れ費用の推定を試みた.

なお, Lazear (1990) は, 1956 年～1984 年における主要先進 19 カ国における法制度上の解

雇の難易度を告知期間と手切れ金支給額で提示しており, その結果を数値化した OECD (1999b,

p. 67) では, 日本は最も解雇を行いやすい国家であると位置付けられている. これは, 日本で

は制定法では原則, 解雇が自由であったことによる.

OECD では雇用保護立法指標 (Indicators of Employment Protection Legislation: Indi-

cators of EPL) を公表してきたところである. 但し, 現時点で共通の評価尺度が有るわけでは

ない. 法令上, 解雇は自由であると規定されている場合であっても判例によって解雇権が制約さ

れている場合もある. また就業形態によって雇用保護の在り方が異なっている場合もある.

OECD (1994a) の background paper である OECD (1994b) において 1980 年代後半を対象

とした 6 段階指標の作成が試みられた9. その後, OECD (1999b) において 1990 年代後半を対

象とした立法 (legislation) に限定せず規制 (regulation) まで範囲を拡大した指標が公表され

ている.

OECD (1999b) においては, 正規雇用者の解雇に対する保護の程度10, 非正規雇用に関する規

制, 集団解雇に関する追加要求を低い方から 6 段階で点数化して総合している. 日本については,

正規雇用者に関する解雇の困難性において, 解雇権濫用法理, 特に整理解雇の 4 要件が含まれて

いるため 4.3 と高い値となっている. そのため, 正規雇用者に関しては 6 段階の 2.7 で, 27 カ国

中低い方から 20 位と雇用保護の程度が厳しい国家として扱われている. 但し, 非正規雇用に関

する規制, 集団解雇に関する要求を加えると 2.3 で 14 位と中程度の国となる.

OECD (2004) では, 1990 年代後半を対象とした指標の改定を行っており, 日本については

裁判での扱いを再検討した結果, 解雇の困難性は 3.5 と修正されたため, 正規雇用に関しては

2.4 で 17 位, 総合では 1.9 で 10 位となっている. OECD (2004) は, 2003 年を対象とすると,

日本は正規雇用に関しては 2.4, 総合では 1.8 としている11.

OECD の雇用保護指標から言えることは, 日本では民法, 労働基準法上は, 解雇は相対的に

厳しく制約されていないが, 解雇権濫用法理を加味すると解雇の困難度は上昇する. このために,

正規雇用と非正規雇用の扱いに差があることになる. しかし, 雇用保護の程度が著しく高い国で

はないという結果となっている.

雇用保護立法が労働市場に与える効果について取り組んだパイオニアの 1 人が Lazear (1990)
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9 これは 1980 年代を対象とした Grubb and Wells (1993) を拡大したものである.
10 ①解雇手続きの不便さ, ②個別解雇の告知と手切れ金, ③解雇の困難性から構成される.
11 OECD はその後も, Venn (2009), OECD (2013) において雇用保護立法指標の改定を行っている.

Venn (2009, pp. 8-10) は 2008 年を対象とした指標を提示しており, 日本の値は変動していない.
OECD (2013) においては, 2013 年を対象とした指標を提示するとともに, データ収集方法を修正し,
過去に遡って数値を改訂している. OECD (2013) の付属資料によると, 日本は解雇の困難性は 34
カ国中 25 位と高いものの, 正規雇用についての指数は 2.09 で 10 位となっており, 雇用保護の程度は
高くない.



である. これは, 摩擦が存在しない完全競争的な労働市場においてもコースの定理を援用すれば-

手切れ金が資源配分に中立的になることを示したものである. Lazear (1990, pp. pp.700-706)

は, 企業と労働者がリスク中立的な場合, 労働者が手切れ金相当の入場料を入職時に支払うよう

な効率的な雇用契約が成立していれば, 企業から労働者への金銭移転である手切れ金の効果は相

殺されるものであることを指摘し, 手切れ金を義務付けるといった雇用保護立法の資源配分に与

える効果は消滅することを示した. Lazear (1990, pp. 706-723) は, 実証分析結果から雇用契約

の設計が不十分である場合, 雇用保護立法は雇用率を低下させること, 但し, それは失業率の上

昇に直結するとは断定できないことを示した.

Lazear (1990) の提示したモデルは雇用保護立法の効果について正面から議論したものでは

ない. しかし, 以後の理論研究において, 企業から労働者への金銭移転である手切れ金ではなく,

企業が解雇時に課税される企業から政府への金銭移転の影響に議論の焦点が移行することとなっ

たことにこの研究の意義がある12.

雇用保護立法が労働市場に与える効果としては, 解雇を抑制することで雇用喪失を抑制するこ

と, 新規採用を抑制することで雇用創出を抑制することが挙げられる. いずれの力が強いかで雇

用量が増加するか否かが決定される. ここで重要なことは異なる方向の両者を比較することであ

り, ｢解雇規制が新規雇用を抑制するので失業率は高くなる｣ といった政策評論家の論評は事象

の片側のみを見た根本的に偏った認識であることに留意する必要性がある.

OECD (1999b) は, 雇用保護指標を用いた実証分析を変量効果・一般化最小二乗法を用いて

行っている. OECD (1999b, pp. 71-89) は, 雇用保護指標は全体の失業率には影響を与えてい

ないこと, 但し失業率と雇用率の人口構成に影響を与えている可能性があること13, 労働力の失

業へのフローと失業からのフローを抑制して失業期間を長期化させることを示している. この結

果については, OECD の政策提言において実証分析の根拠が不十分であったことを示すもので

ある.

この問題を部分均衡で捉えたのが Bertola (1990) で, これをさらに発展させたのが,

Bentolila et al. (1990) である. Bertola (1990) は買手独占的企業の労働需要関数に解雇と雇

い入れ費用を考慮し, 景気の善し悪しを確率モデルとして捉えて calibration を行い, 解雇費用

による解雇抑制効果が新規採用抑制効果を上回ることで雇用者数は増えることを示した.

この問題に諸要因を考慮に入れて対応するためには, 一般均衡モデルに労使交渉過程を導入し

なければならないところである. 解雇費用が雇用水準に与える効果について, 一般均衡のフレー
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12 Ljungqvist (2002, p. 829).
13 Addison and Teixeira (2003, pp. 85-89) は, 雇用保護が失業等に与える効果としては全体効果 (over-

all effects) と構成効果 (compositional effects) があること, 構成効果については実証分析が不十分
であることを指摘している. 但し, 構成効果についての研究動向については, OECD (2013) におい
てまとめられている.



ムワークを用いて扱ったのは, Hopenhayn and Rogerson (1993) である14. Hopenhayn et al.

(1993) では, 摩擦のない状況での確率的労働需要関数を想定し, 固有の生産性ショックの到来

による雇用創出時の課税を想定するとともに, 消費と労働投入から労働者が効用を得るとして,

課税が雇用水準と社会的厚生について与える影響を calibration を行って求めた. Hopenhayn et

al. (1993) は解雇費用による解雇抑制効果が新規採用抑制効果を下回ることで 1 年分の賃金相

当の課税は雇用水準を 2.5%低下させること, このとき生産性は 2％減少して, 消費を通して社会

的厚生も 2％低下することを示した.

雇用保護は失業率の変動を小さくするが, 一方で賃金変動を大きくするのではないかという指

摘がある15. 雇用保護立法が賃金硬直性に与える効果について Bertola (1990) は, insider-

outsider 理論に基づいて労働需要を所与とした企業行動から検証を加えている. 但し, 部分均

衡においては賃金か労働需要いずれかが外生変数であるために説得性のある実証は困難である.

Hopenhayn et al. (1993) では, 賃金をニューメレールとしており, 賃金分析を捨象している.

市場に摩擦の存在する場合における雇用保護立法の効果を評価するにはサーチ理論を用いた政

策付き DNP モデルの構築まで待たねばならなかったのである. DMP モデルに解雇費用を外生

的に組み込むことについての完成形は, Pissarides (2000) において示されることとなる.

この分野の当初の試みは政策変数付き DMP モデルに雇用保護政策を組み込んだ Burda

(1992) である. Burda (1992) は, 解雇時に企業に課す課税負担と労働者の受け取る手切れ金

の額の差が失業率や労働需給逼迫度に影響を与えるとして, 企業負担の方が大きいと失業率が上

昇して労働市場逼迫度は低下するとした. これは完成されたモデルではないが, 政策付きサーチ

モデルの方向性を示したものである.

Garibaldi (1998) は, 生産性が閾値を下回って解雇が必要な場合に, 企業は解雇許可を得る

まで待つ形で解雇費用を織り込んだ確率的 DMP モデルを用いたシミュレーションの結果, 解雇

費用が高いと失業率は変化しないが, 労働力の再配置が抑制されることを示した.

Blanchard and Portugal (2001) は, DMP モデルに解雇費用を導入して雇用喪失と失業期

間に与える効果を検討し, 雇用保護の強いポルトガルは米国よりも失業率が高い訳ではないが,

失業に陥る確率が低く, 失業期間が長いことを示した. また, Blanchard et al. (2001) は労使

交渉における解雇費用が賃金に与える効果についても考察している.

Saint-Paul (2000) は, DMP モデルをベースとして, 独自のレント分析, 政治的要因を考慮

した一般均衡分析を行っており, 雇用保護の労働市場に与える影響を理論化した先駆的業績の 1

つである. Saint-Paul (2000) は, 現在職についている労働者 (インサイダー) が失業者 (アウ
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14 Ljungqvist (2002, pp. 830-831) は, Hopenhayn et al. (1993) では, 解雇費用は生産性の低下を意
味しており, 雇用籤で働かない可能性を選択することで失業をもたらすために雇用者は減少すること,
DMP モデル等のマッチングモデルでは解雇費用は労使交渉で労働側が有利になるよう働くために雇
用を増やすことを指摘している.

15 Bertola (1990, p. 851).



トサイダー) と比較して過大な賃金レントを得ている場合, つまり自分の市場価値を超えた賃金

を得ている場合の, 両者の行動と企業行動, 政策担当者 (社会計画者) の意思決定を考える.

Sanit-Paul (2000, p. 102) は, 雇用保護の効果として次の 2 点を指摘する. 第 1 に, 解雇を

制約されていることで新規雇用者のもたらす期待収益が低下することから, 企業の新規採用への

誘引を低下させること, その結果, 失業から就業への労働力の移動は減少し, 失業期間は延びる

こと, その一方で解雇の費用が嵩むために, 就業から失業への労働力の移動は減少すること, こ

の結果, 雇用者の純増減がどうなるかについては不明確であることである. 第 2 に, 表面上, 雇

用を維持することで他の生産性の高い部門での活動を抑えることとなり, 社会全体の生産性が低

下して生活水準や賃金が低下することである.

以上から, 労働者は賃金低下と失業確率の低下のトレード・オフを考慮することで雇用保護水

準を選択し, その際はレントの大きさが重要な要因となることが示される16. また, 失業者は雇

用者よりも低い雇用保護を選好し, マーケットもそれを追認することが示される17.

Sanit-Paul (2000, pp. 113-130) は, 生産性ショックが発生した場合を次のように想定する.

企業の生産性が高い場合と低い場合を想定し, 低い場合, 事業所閉鎖もあり得る. 雇用保護がな

されない場合を柔軟な市場, 雇用保護がなされる場合を硬直的な市場とする. 失業者は柔軟な市

場を選好し, 雇用者は雇用保護立法を支持する. レントを発生させる硬直的な労働市場において

は, 雇用保護が強化されて労働市場の効率を低下させる一方で, 雇用保護がレントを増幅させる.

雇用保護をどの水準に設定するかは社会計画者の意思決定に依存する. 但し, 雇用保護を緩めて

も雇用者が増加する保証はない. 既存企業の労働者が解雇され, 新規産業で労働者が雇用される

ようになるが, 後者の数が前者の数を上回る保証はないからである. また, 賃金レントが削減さ

れることで企業の新規雇用が活発になり失業期間が短縮される場合でも, 同様である. レントが

閾値を下回る場合は雇用保護により雇用者数は増加する.

ここまでの議論は労働者全般に関する雇用保護立法の影響を論じたものであるが, 雇用保護立

法の部分的緩和に関しては短期雇用に与える効果を検証しなければならない. 雇用保護立法の部

分的緩和は 1980 年代前半のスペインでの改革を嚆矢として 1980 年代半ば以降から 2000 年代初

頭において, 欧州, ベルギー, ドイツ, イタリア, オランダ, スウェーデン, ポルトガル等で実

施されてきた政策である18.

なお, OECD の雇用保護立法指標については, 正規雇用と非正規雇用について指標が提示さ

れているが, 両者は算出基準が異なるため, 両者の比率でもって相対的厳格さを比較考量すると

いったことはできない. また, 数年毎に数値が公表されているため, 雇用保護立法の部分的緩和

状況を時系列で追うことも難しい.
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16 Sanit-Paul (2000, pp. 102-103).
17 Sanit-Paul (2000, pp. 109-113).
18 Boeri et al. (2007, pp. F359-F360 の指摘による.



Blanchard et al. (2002) は, DMP モデルを発展させた雇用保護立法の部分的緩和効果を検

証するモデルを提示している. このモデルをより洗練されたものとしたのが, Cahuc and

Postel-Vinay (2002) である.

Blanchard and Landier (2002, pp. F214-F215) は, フランスを念頭においた議論において,

固定期間契約の労働者を雇い入れることを認める雇用保護立法の部分的緩和の効果は予想に反し

たものであり, 入職水準の職務での転職率を高めて失業率を上昇させること, 失業率が高くなら

ない場合であっても失業期間の長さや入職水準の職に就く長さを考えると労働者の状況は改善さ

れないとした. Blanchard et al. (2002, pp. F214-F215) は, この理由として, 企業は入職水準

の職務での新規雇用を増やすが, 解雇費用の高い正規雇用への転換をためらうことを指摘し, 生

産性の低い入職水準の職が増えて正規雇用が減少するとした.

Sala et al. (2012) は DMP モデルに短期雇用確率を導入して失業率の変動率が高くなること

を示している. Sala et al. (2012, pp. 993-995) は, OECD 加盟国のデータから, ポルトガル,

スペイン, スウェーデン等の長期雇用の保護が強くて解雇費用が高く, 固定期間雇用の期間や更

新が制約されている国は, 短期雇用者比率が高いこと, 失業率の変動が大きいことを指摘する.

このような事情から, 雇用契約の有り方についての提言がなされている. その 1 つは, 新規の

労働者全員が同一タイプの雇用期間の定めのない雇用契約 (single open-ended labor contract)

を締結するというものがある19.

雇用保護政策については, 外生的に政策として決定されるのではなく, 内生的に労使間の関係

で決定されるということも想定される. 保険市場が不完全で, 労働者がリスク回避的な場合, 手

切れ金や事前告知が最適な条件を導くことを Pissarides (2001) (2010) はサーチモデルを用い

て証明している.

手切れ金については, 雇用契約が手切れ金を相殺するように契約が締結されない場合, あるい

は労働者がリスク中立的ではない場合に, 議論の対象となる. また, 手切れ金支給が内生的に決

定される場合には, 議論の重要性が高まる. 手切れ金の額の自主的決定については, Auray,

Danthine and Poschke (2014) がサーチモデルを用いたモデルを展開している. これは解雇す

る場合の手切れ金の適正額を求めるという動きにもつながる重要なものである.

3. MP version における雇用保護立法の効果分析

DMP モデルに雇用喪失を内生化した Mortensen and Pissarides (1994) は, DMP モデルの

Mortensen-Pissarides (MP) version20と呼ぶべきものであり, 政策変数を導入することが可能

なモデルである. MP version に基づいて雇用政策を分析したのが, Pissarides (2000, pp. 205-
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19 Garc�a-P�rez and Osuna (2014) においてその効果が検討されている.
20 Mortensen and Pissarides (2003, p. 44).



234) であり, さらに calibration を行った修正版が Mortensen and Pissarides (2003) である.

これらのモデルは政策変数のうち特に課税と補助金に焦点を当てたものとなっている. 政策変

数は全て外生変数であり, 労働者と企業はリスク中立的と想定している. 雇用保護立法は解雇税

という形態で議論されている. 解雇税は解雇に際して政府が企業に対して課税するものであり,

企業から労働者への所得移転である手切れ金とは性質が異なる.

以下では解雇費用の影響を考察するために, 政策付き DMP モデルの概要を, Pissarides

(2000), Mortensen and Pissarides (2003) に基づいて解説する.

DMP モデルの基本概念を次のように設定する21.

マッチング関数は, 凹関数で, 規模に関して収穫一定, 職探しと求人は均一の密度で行われる

と想定する. v：欠員率, u：失業率22, m(v,u)：マッチング率とおくと一次同次のマッチング関

数は次式で示される.

m(v,u)＝m(1, uv )v≡ q(θ)v (3-1)

ここでθ(＝
v
u ) は労働需給逼迫度である. q＝(θ) は欠員が埋まる確率 (欠員期間ハザード)

でθについて減少,
1

q(θ)
は欠員の平均期間である. θq(θ) は労働者が仕事を見つける確率

(失業期間ハザード) でθについて増加,
1

θq(θ)
は失業の平均期間である. 雇用喪失の発生率

をλ∈[0,1] とおくと, 労働者のフローについて,

u･ ＝λ(1－u)－θq(θ)u (3-2)

が成立するので, 定常状態では均衡失業率は次式で示される.

u＝
λ

λ＋θq(θ)
(3-3)

基本的な DMP モデルにおいては政府が雇用政策を発動しない場合, 雇用創出曲線と賃金曲線

は次式で構成される23.

雇用創出曲線：p－w－
(r＋λ)pc
q(θ) ＝0 (3-4)

賃金曲線：w＝(1－β)z＋β(1＋cθ)p (3-5)

ここで, w は賃金, p は職務の生産物 (生産性), r は金利, z は失業手当を含まない失業期間中

の帰属所得, pc は欠員費用であり, pcθは企業にとっての雇い入れ費用, 賃金は労使交渉によ

り決定されるのでβ∈[0, 1] は労働者の相対的交渉力である24.

……………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
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21 Pissarides (2000, pp. 6-10).
22 労働者数は L, 欠員数は V, 失業者数は U, v＝

V
L , u＝

U
L と想定している.

23 Pissarides (2000, pp. 18-23).
24 Mortensen et al. (2003, p. 48) では, pc とは別に訓練費用等を含んだ C を想定して pC も費用とし

て考慮している.



MP version では課税と補助金の効果を検証することが目的であるため, 政策手段として賃金

課税, 雇用補助金, 雇い入れ補助金, 解雇税, 失業手当を次のように想定する25.

賃金課税については, wj：職務 j における粗賃金, τ：税補助, t：税率 (0�t�1) とおくと,

労働者が受け取る純賃金は (1－t)(wj＋τ), 労働者から税務当局への移転は次式となる.

T(wj)＝twj－(1－t)τ (3-6)

但し, 均衡賃金 w に関して, T(w)�0 でなければならない. このときτ＞0：累進税, τ＝0：

比例課税, τ＜0：逆進課税である. 雇用補助金は, 雇用期間において, 労働者の生産性とは無

関係に補助金 a が支払われる26. 雇い入れ補助金と解雇税は, 共に, 労働者の技能に比例すると

想定する. p：生産性, H：補助金率, F：解雇税とおくと, 雇い入れ補助金は pH, 解雇税は pF

となる27. 失業手当については, b：失業手当, ρ：税引き後の置換率 (０�ρ＜1), w：平均賃

金とおくと, 次式で示される28.

b＝ρ[w－T(w)] (3-7)

以下では, Pissarides (2000, p. 207-213) に従って固有の生産性ショックが存在しない場合の

政策モデルへの発展を考える. これは政策が賃金に与える効果を考えるためのものである.

まず, 賃金決定について政策を考慮する29.

ここでは賃金 wj を支払う職務を想定する. 政策を考慮した場合の価値方程式は次のようにな

る.

失業者の政策付き純価値： rU＝z＋b＋θq(θ)(W－U) (3-8)

雇用者の政策付き純価値： rWj＝wj－T(wj)＋λ(U－Wj) (3-9)

企業の政策付き欠員の純価値：rV＝－pc＋q(θ)(J＋pH－V) (3-10)

企業の政策付き職務の純価値：rJj＝p＋a－wj－λ(Jj＋pF) (3-11)

外部 (当初) 賃金 w0j は次式を最大化するように選択される.

B0＝(Wj－U)β(Jj＋pH－V)1－β (3-12)

内部 (継続) 賃金 wj は次式を最大化するように選択される.

B＝(Wj－U)β(Jj＋pF－V)1－β (3-13)

w0j と wj はそれぞれ課税を考慮した次式を満足させる30.

……………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………

………………

……………

………………
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25 Pissarides (2000, pp. 205-207).
26 Mortensen et al. (2003, p. 49) では, 課税と雇用補助を合体した a＋tw を雇い主に対する線形労働

課税・補助計画であるとし,
t＝0 の場合, a＜0 であれば純粋補助金, a＞0 であれば一括雇用税,
t＞0 の場合, a＜0 であれば累進課税, a＞0 であれば逆進税,
τを根底にある給与税として, t＜τについては, τ－tは賃金補助となる.

27 Mortensen et al. (2003, pp. 46-47) では, 生産性 p は特定の技能グループに共通する生産性である
としており, 労働市場の技能グループによる分割と相互の無関連性を想定している.

28 式の操作が煩瑣な場合は, b＝ρ[p－T(p)] に代替できる (Pissarides (2000, p. 207).
29 Pissarides (2000, pp. 207-212).
30 限界課税が存在する場合には, 労使が課税回避のために賃金を抑制して労働分配率を低下させる



β
1－T'(wj)
r＋λ

(Jj＋pH－V)＋(1－β)(－
1

r＋λ
)(Wj－U)＝0 (3-14)

β
1－T'(wj)
r＋λ

(Jj＋pF－V)＋(1－β)(－
1

r＋λ
)(Wj－U)＝0 (3-15)

(3-14) (3-15) と自由参入条件 V＝0,wj＝w から外部賃金方程式と内部賃金方程式が導出される.

w0＝
1－β

1－ρ(1－β)[
z

1－t
－(1－ρ)τ]＋

β
1－ρ(1－β)

[(1＋cθ－λF＋(r＋λ)H)p＋a]

(3-16)

w＝
1－β

1－ρ(1－β)[
z

1－t
－(1－ρ)τ]＋

β
1－ρ(1－β)

[(1＋cθ＋rF)p＋a] (3-17)

(3-16) から, 外部賃金は雇い入れ補助の一定割合分高くなり, 解雇税の一定割合分低くなるこ

と, (3-17) から. 内部賃金は雇い入れ補助金には依存しないが, 解雇税の一定割合分高くなる

ことがわかる31. つまり, F＞H ならば, 外部賃金は内部賃金よりも低い. 共通した特性として

は, 置換率ρは, 失業の帰属所得を上昇させることで労働者の威嚇点を引き上げるために賃金を

上昇させること, 賃金は雇用補助の一定割合分高くなること, 税補助は労働者に支払われるもの

であるが, 実質的には企業と労働者で分け合うこと, 限界税率 tは, 余暇をより魅力的にするこ

とが判明する.

次に雇用創出条件について考える32.

(3-10) (3-11) から自由参入条件 V＝0 を課すことで, 雇用創出曲線 (3-4) の一般型が導か
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Mortensen et al. (2003, p. 54).
31 解雇税が内部賃金を上昇させるのは, 一旦, 雇用が創出されると解雇税が雇い主への信頼となるため

に, 労使交渉において労働者の交渉力を強化することによる (Mortensen et al. (2003, p. 54)).
32 Pissarides (2000, pp. 212-213).

図 1 DMPモデル (基本モデル) における政策効果



れる.

p－w－a＋p[(r＋λ)H－λF－
r＋λ
q(θ)

c]＝0 (3-18)

モデルを解くために F＞H と仮定して, 外部賃金 (3-16) を (3-18) に代入して雇用創出条件を

求める.

p－a＋τ－λpF＋(r＋λ)H＝
z

(1－ρ)(1－t)
＋

pc
(1－ρ)(1－t)

{βθ＋[1－(1－β)ρ
r＋λ
q(θ)

]}

… (3-19)

ここで, (3-3) と (3-19) から均衡失業率が求められる.

以上の議論を取りまとめると, 雇用創出曲線 (3-18) と賃金曲線 (3-17) の関係は, 図 1 の図

A に示されている. また, 雇用創出条件 (3-19) と UV 曲線 (3-3) の関係は図 B に示されてい

る.

ここでの議論から, 労働市場に摩擦があり, 雇い主が買手独占的地位にある場合, 労使交渉が

行われることで賃金が外部の労働者と内部の労働者の 2 部構成となること, 解雇税は労働者の交

渉での地位を有利化することで内部賃金を上昇させるとともに外部賃金を低下させることが分か

る. また, 雇い入れ補助や雇用補助も賃金に影響を与えるので, これらの政策との兼ね合いも考

えなければならない. この結果は, 解雇税と失業手当の代替性, 解雇税と賃金課税の補完性につ

いて検討しなければならないことを示唆している. なお, 税率が余暇を魅力的にすることは, 消

費税率を引き上げる場合, 考慮に入れなければならない重要事項である. つまり消費税率を引き

上げると労働供給量は減少することになる.

次に Pissarides (2000, pp. 213-219) に従って, 固有の生産性ショックが存在する雇用喪失を

内生化した場合の政策モデルを考える. この場合, 雇用創出曲線と雇用喪失曲線から留保生産性

と労働市場逼迫度が決定される.

まず, 雇用創出曲線と雇用喪失曲線を求める33.

固有の生産性ショックが発生した場合, 固有の生産性が R 以下の職務は喪失する. 固有の生

産性ショックがある場合の職務の資産価値を次のように想定する.

政策なしの職務の資産価値：rJ(x)＝px－w(x)＋λ∫1
RJ(s)dG(s)－λJ(x) (3-20)

R は (3-20) から j(R)＝0 と定義される. 企業は固有の生産性パラメータが最大の場合 (x＝1),

雇用を創出する. 固有のショックは率λ∈[0,1] で到来し, 分布 G(s) から籤引きされる. ショッ

ク到来毎に賃金交渉が行われる. 固有の生産性パラメータが x の場合の賃金率を w(x) とする.

政策なしの賃金方程式：w(x)＝(1－β)z＋β(x＋cθ)p (3-21)

政策を (3-20) と (3-21) に導入する. (3-7) の失業手当は次のように一般化される.

b＝ρ(1－t)[p＋τ] (3-22)

……………………………………………
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…

…………………………
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33 Pissarides (2000, pp. 213-217).



外部賃金方程式は, (3-16) を求めた方法に x＝1 と想定し, (3-22) を導入することで得られる.

このとき, 失業者と雇用者の純価値は, (3-8), (3-9) に (3-22) を代入したものを用いる.

w0＝(1－β)[ z
1－t

－(1－ρ)τ＋ρp]＋β[1＋cθ－λF＋(r＋λ)H]p＋βa (3-23)

内部賃金方程式は, (3-17) の一般化である.

w(x)＝(1－β)[ z
1－t

－(1－ρ)τ＋ρp]＋β[x＋cθ＋rF]p＋βa (3-24)

雇用喪失基準を導くために, (3-20) に政策を考慮した次式を求める.

rJ(x)＝px＋a－w(x)＋λ∫1
R J(s)dG(s)－λG(R)pF－λJ(x) (3-25)

欠員からの利得：rV＝－pc＋q(θ)(J0＋pH－V) (3-26)

ここで J0 は, x＝1 で賃金が (3-23) を満たす場合の (3-25) における資産価値である. 内部賃

金 (3-24) については, (3-25) から J(1) が求められる.

雇用喪失の場合, 企業は J(x) を諦めて pF を支払う. J(x)＜－pF ならば, 固有の生産性 x の

職務は喪失し, 次の留保生産性方程式が発生する.

J(R)＋pF＝0 (3-27)

(3-25) から J(R) を求めて (3-27) に代入し, さらに R＝x について (3-26) を満たす w(R)

を用いると. 次式が求められる.

pR＋a－w(R)＋λ∫1
R J(s)dG(s)＋[r＋λ(1－G(R)]pF＝0 (3-28)

(3-25) (3-27) を考慮すると, 次式が成立する.

J(x)＝(1－β)
p(x－R)
r＋λ

－pF (3-29)

(3-24) から求めた w(R) と, (3-29) から求めた J(s) を (3-28) に代入することで雇用喪失

基準が求められる.

R＋
a＋(1－ρ)τ

p
－ρ＋rF－

z
p(1－t)

－
βc

1－β
θ＋

λ
r＋λ

∫1
R(s－R)dG(s)＝0 (3-30)

雇用創出曲線は自由参入条件 V＝0 についての (3-26) から導出できる. (3-23) (3-24) に着目

し, (3-25) から次式を得る.

(r＋λ)[(J0－J(R)]＝(1－r)(1－R)p－β(r＋λ)(H－F)p (3-31)

V＝0 についての (3-26) と (3-31) から次式を得る.

J0＝
pc

q(θ)
－pH (3-32)

(3-32) と (3-27) から雇用創出曲線が導かれる.

(1－β)( 1－R
r＋λ

－F＋H)＝ c
q(θ)

(3-33)

(3-30) と (3-33) をグラフにしたものが図 2 の図 A であり, 留保生産性の閾値と労働市場逼迫

…
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度が求められる. 賃金については (3-23) (3-24) に労働市場逼迫度の均衡値を代入して求める.

失業率については次のように考える34.

図 2 の図 A で求められた労働市場逼迫度の均衡値θ*を傾きとした原点を起点する政策付き雇

用創出線を想定する. 均衡失業率は政策付き雇用創出線と次の修正されたベバリッジ曲線から求

められる.

u＝
λG(R)

λG(R)＋θq(θ)
(3-34)

修正されたベバリッジ曲線と政策付き雇用創出線は図 2 の図 B に示され, ここで均衡失業率が

導かれる.

雇用政策の効果について解説する35.

図 2 の図 A から, 所与の失業率の下での政策の効果が導かれる. 雇用補助 a と所得税補助τ

は, 雇用喪失曲線を下方シフトさせて, 雇用喪失を減少させ雇用創出を増加させる (A→B).

税率 t は, 雇用喪失曲線を上方シフトさせて, 雇用喪失を増加させ雇用創出を減少させる (B→

A). 雇い入れ補助 H は, 雇用創出曲線を上方シフトさせて, 雇用創出と雇用喪失を共に増加さ

せる (D→A)36. 解雇税F は雇用創出曲線を下方に, 雇用喪失曲線を下方にシフトさせることで,

雇用喪失を減少させるが. 雇用創出に与える効果は不明確である (A→C)37. 失業手当 b 又はρ

…………………………………………………………………
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図 2 雇用創出・喪失を考慮したサーチ・モデルにおける政策効果

34 Pissarides (2000, p. 218).
35 Pissarides (2000, pp. 217-219).
36 雇い入れ補助は, 継続的な補助である雇用補助とは異なり, 一時的な補助であるため, 需給逼迫度θ

の上昇による労働者の選択肢拡大に伴う雇用喪失を相殺することは期待できない (Pissarides (2000,
p. 218)).

37 (3-30) (3-33) を F について微分することで解雇税は雇用創出を低下させることが示されるが, 両者
が同時にシフトすると結果は曖昧になる. これは, 一旦, 雇用創出がなされると, 職務は確率 1 で解
雇税を支払うため, 職務の期待利得が低下する一方で, 職務の維持期間の延長は失われた期待利得の



は雇用喪失曲線を上方にシフトさせて, 雇用創出を抑制し, 雇用喪失を増やす (B→A). これ

は高い失業手当は賃金を上昇させて, 新規職務の期待利得と継続価値を減少させることによる38.

次に図 2 の図 B から政策が失業率に与える効果が導かれる. 雇用補助 a と所得税補助τは,

ベバリッジ曲線を内側にシフトさせ, 雇用創出線を反時計回りに回転させることで, 失業率を低

下させる (B→A). 税率 t は所得税補助等との効果を与えて失業率を上昇させる (A→B). 雇い

入れ補助 H は, ベバリッジ曲線を外側にシフトさせ, 雇用創出線を反時計回りに回転させるの

で, 失業への効果は不明確である (C→D). 解雇税 F は H とは反対の効果を与えるので, 失業

への効果は不明確である (D→C). 置換率ρは, ベバリッジ曲線を外側にシフトさせ, 雇用創出

線を時計回りに回転させることで, 失業率を上昇させる (A→B).

本節において, 検討してきたように雇用喪失を内生化した MP version では, 雇用保護立法に

おける解雇権の制約を費用で表わすことで, 労働市場に与える効果について検証することが可能

となっている. これは他の政策手段, 賃金課税や雇い入れ補助, 失業手当との相互依存関係も考

慮に入れることが可能となり, 政策相互間の補完性, 代替性を検討することも可能となっている.

解雇の費用負担については複合的な効果が相殺されて現れるものであり, 失業率が上昇するか低

下するかについては先験的には言えないことを示した点にモデルの意義がある. つまり様々な状

況を想定してシミュレーションを行わなければならないのである.

4. サーチ理論と雇用保護立法の部分的緩和

MP version をベースとした雇用保護を取り扱うモデルについては, 2 通りの発展が考えられ

る. 1 つは雇用保護立法の部分的緩和の効果を織り込むことである. これは職務を雇用契約によっ

て 2 分割するものである.

もう 1 つの方向は解雇制約行動の内生化である. Pissarides (2001, p. 133) は従前の雇用保

護政策に関する議論においては, 政策が外生的に与えられて雇用創出や賃金等に与える効果が計

算されていることを指摘するとともに, 雇用保護政策が正当化されるモデル構築が必要であるこ

とを指摘する. この批判は前述の MP version にも該当するものであることは言うまでもない.

Cahuc and Postel-Vinay (2002) は, MP version に職務の細分化と雇用保護程度の差異を

導入することで, 雇用保護立法の部分的緩和の正規雇用と非正規雇用に与える効果について検討

した. これは正規雇用のみを保護対象として非正規雇用に関する規制を緩和すると外的ショック

に対して失業率が上昇する可能性を示唆したものである.
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いくばくかを取り戻すことによる Pissarides (2000, p. 218).
38 Mortensen et al. (2003, pp. 58-59) は, 雇用に係る一括の補助や税は低技能グループに対して効果

が大きいこと, 補助金を生産性に比例させると差別的効果は消滅すること, 課税は余暇への補助とな
るために生産性に比例させても差別的効果は消滅しないことを指摘している.



Cahuc et al. (2002) の危惧は, その後のリーマンショックを機に現実のものとなった39.

Bentolila et al. (2012, pp.F157-F.159) は, 従前の失業率が 8％程度とほぼ同水準であったフラ

ンスとスペインについて, 危機後, フランスは 10％程度に留まったのに対して, スペインは 20

％以上に上昇したと指摘する. さらに, Bentolila et al. (2012) は, フランスとスペイン共に,

正規雇用については雇用保護立法により保護されているものの, 非正規雇用についての雇用保護

立法の部分的緩和が進展したスペインにおいて雇用喪失が大きく, 全体の失業率の上昇が大きく

なることを, シミュレーションを行うことで検証した.

なお, これらの研究は定常状態を対象としたものであり, 不確実性を考慮した動学モデルで雇

用保護立法の部分的緩和の過渡期における影響を検討したのが Boeri et al. (2007) である.

Boeri et al. (2007, pp. F358-F359) は, 雇用保護立法の部分的緩和は, 景気拡大期には固定期

間雇用を新規雇用として増やすこと, 景気後退期には正規雇用がいるために期間雇用は増加しな

いことから, 過渡期には蜜月効果 (honeymoon effect) が見られること, 但し, 雇用創出は生

産性の低下をもたらすことを指摘した.

以下では, Cahuc et al. (2002, pp. 69-81) に基づいて, 雇用保護立法が部分的に緩和された

場合の効果について説明し, 必要に応じて Bentolila et al. (2012) の内容を追記する.

モデルの基本は次のように設定される40.

労働契約には長期契約と固定期間契約がある. 長期契約は正規雇用に適用されるもので, 事前

に契約期間は決定されておらず, 契約終了には企業から政府への移転である固定費用 f が発生す

る. 固定期間契約は 1 期間の短期契約であり, 費用なしで終了するか, 長期雇用に転換される.

固定期間契約の雇用は高い余剰が得られることから企業に選好されるので, 契約には政府の承認

が必要であるとし, 新規縁組のうち比率πに制約される. ここでは f とπが政策変数である. こ

のモデルでは長期契約の雇用の初年度は解雇自由であり, 2 年目以降は長期継続雇用となり解雇

権が制約される. 固定期間契約は 1 年終了時に解雇あるいは長期契約への転換が図られる.

労働者と企業はリスク中立的であると想定する. 各企業の生産物εは, 区間 [ε,ε] につい

て分布ψ(＝Φ') から選択される無作為の職務に固有の生産性パラメータである. 新たな職務は

生産性εで始まり, 生産性ショックに確率λ∈[0,1] で遭遇する. 前節と同様に失業率は u, 欠

員率は v とすると, 労働者数を 1 とすることでマッチング確率 m(u,v) は新規縁組数を示して

いる. 市場逼迫度θ, 欠員が埋まる確率 q(θ), 失業者が職に出会う確率θq(θ) は前節と同様

である.

次に賃金, 雇用創出, 雇用喪失について解説する41.

職務の状態を次のように定義する.
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39 Bentolila, Cahuc, Dolado and Le Barbanchon (2012, pp. F157-F159) の指摘による.
40 Cahuc et al. (2002, pp. 69-71).
41 Cahuc et al. (2002, pp. 71-77).



短期契約の下での運用：状態 s

長期契約の下での初年度運用で解雇費用は免れる：状態 0

長期契約の下での次年度以降の運用で解雇費用は発生する：状態 1

職務等の資産価値については次のように定義する42.

欠員の企業価値：V

雇用状態にある場合の企業にとっての価値：Js(ε), J0(ε), J1(ε)

労働者にとっての雇用の価値：Ws(ε), W0(ε), W1(ε)

労働者にとっての失業の価値： U

労働者の相対的交渉力をβ∈[0,1], 結合利得を i＝0,s について Si(ε), 状態 1 について S1(ε)

とおくと労使間の分配は次式で示される.

Ji(ε)－V＝(1－β)Si(ε)

J1(ε)－(V－f)＝(1－β)S1(ε) (4-1)

h：欠員を維持することの費用, z：失業者の楽しむフロー, σ：雇用保護税からの税収を再分

配した一括移転, ws(ε)：固定契約による職務に支払われる賃金, w0(ε)：長期契約による職

務の初年度に支払われる賃金, w1(ε)(＞w0(ε))：次年度以降の賃金とする. 雇い主は J(ε)＞

V であれば短期契約の労働者を雇い入れ, J0(ε)＞V であれば長期契約の労働者を雇い入れる.

将来は割引率
1－δ
δ

, δ＜1 で割り引かれる. V, Js(ε), J0(ε), J1(ε), Ws(ε), W0(ε),

W1(ε), U についての価値方程式が導かれる.

V＝－h＋δq(θ)[q∫ε
εMax[Js(x),V]dψ(x)＋(1－π)∫ε

εMax[J0(x),V]dψ(x)＋δ[1－q(θ)]V

(4-2)

U＝z＋σ＋δθq(θ)[π∫ε
εMax[Ws(x),U(ε)]dψ(x)＋(1－π)∫ε

εMax[W0(x),U(x)]dψ(x)＋δ[1－θq(θ)]U

(4-3)

Js(ε)＝ε－ws(ε)＋δ{(1－λ)Max[J0(ε),V]＋λ∫ε
εMax[J0(x),V]dψ(x) (4-4)

Ws(ε)＝ws(ε)＋σ＋δ{(1－λ)Max[W0(ε),U]＋λ∫ε
εMax[W0(x),U]dψ(x)

(4-5)

J0(ε)＝ε－w0(ε)＋δ{(1－λ)Max[J1(ε),V－f]＋λ∫ε
εMax[J1(x),V－f]dψ(x)

(4-6)

W0(ε)＝w0(ε)＋σ＋δ{(1－λ)Max[W1(ε),U]＋λ∫ε
εMax[W1(x),U]dψ(x)

(4-7)

J1(ε)＝ε－w1(ε)＋δ{(1－λ)Max[J1(ε),V－f]＋λ∫ε
εMax[J1(x),V－f]dψ(x)

(4-8)

W1(ε)＝w1(ε)＋σ＋δ{(1－λ)Max[W1(ε),U]＋λ∫ε
εMax[W1(x),U]dψ(x)

……………………………………………………
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42 Bentolila et al. (2012) では, 長期契約の職務においては解雇費用に加えて解雇の事前告知が必要で
あると想定し, 事前告知下にある長期雇用についての価値も算定している.



(4-9)

(4-1), (4-2) と雇用創出のための自由参入条件 V＝0 は, 次式を含意する.

h
δ(1－β)q(θ)

＝π∫ε
εMax[Ss(x),0]dψ(x)＋(1－π)∫ε

εMax[S0(x),0]dψ(x)

(4-10)

(4-1) (4-10) を (4-3) (4-7) に代入することで縁組の総余剰を得る.

Ss(ε)＝ε－z＋δ{(1－λ)∫ε
εMax[Ss(x),0]dψ(x)＋λ∫ε

εMax[S0(x),0]dψ(x)－
β

1－β
hθ

(4-11)

S0(ε)＝ε－z＋δ{(1－λ)∫ε
εMax[S1(x),0]dψ(x)＋λ∫ε

εMax[S1(x),0]dψ(x)－f}－
β

1－β
hθ

(4-12)

S1(ε)＝S0(ε)＋f (4-13)

それぞれの職務の生産性が低下して棄却値になると雇用喪失が発生する. (4-11) (4-12) (4-13)

から, 閾値生産性は, SS(εs)＝0, S0(ε0)＝0, S1(ε1)＝0 を満足させる生産性である.

(4-12) (4-13) から長期契約の職務の喪失基準は次式のとおりとなる.

ε1－z＋(1－δ)f＋λδ∫ε
εS1(x)dψ(x)－

β
1－β

hθ (4-14)

積分項を部分積分し, S1(ε1)＝0 と (4-12) を考慮すると, 長期契約職務の雇用喪失曲線

(LTJD) が求められる.

ε1－z＋(1－δ)f＋
λδ

1－δ(1－λ)
∫ε

ε[1－Φ(x)]dx＝
β

1－β
hθ (LTJD)

(LTJD) では, ε1 はθの増加関数であること, θを所与とすると f の増加はε1 を低下させる

ことが示される. S0(ε0)＝0 と (4-12) から長期契約の雇用を受諾する基準が求められる.

ε0－z＋δλf＋
λδ

1－δ(1－λ)
∫ε

ε[1－Φ(x)]dx＝
β

1－β
hθ (4-15)

(LTJD) から (4-15) を控除すると長期契約の職務の受諾生産性 (LTJA) が求められる.

ε0＝ε1＋f[1－δ(1－λ)] (LTJA)

固定期間契約の職務は, 解雇費用を要しないので継続する長期契約の職務よりも喪失されやすい.

解雇費用は生産性のより低い職務を維持することで利益を発生させる. 新規縁組は, 閾値生産性

がより高い場合に限って, 固定期間契約に限定されて成立する. (4-11), (LTJD), (LTJA) か

ら部分積分を用いることで固定期間契約の職務の受諾生産性 (STJA) が求められる.

εs＝ε1＋(1－δ)f＋
λδ

1－δ(1－λ)
∫

ε0

ε1
[1－Φ(x)]dx (STJA)

固定期間契約の職務の受諾生産性は, 継続する長期契約の職務の閾値生産性よりも高く, 長期契
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約の雇用の初年度の受諾生産性よりも低い. このため, 打ち切り生産性の順位はε1�εs�ε0 で

ある. 雇用創出条件 (JC) は (4-11) (4-12) を (4-10) に代入して求められる.

h[1－δ(1－λ)]
δ(1－β)q(θ)

＝∫
ε

ε0
[1－Φ(x)]dx＋q[1－δ(1－λ)]∫

ε0

εS
[1－Φ(x)]dx (JC)

ε1 はθの減少関数となる. ε1 が低くなると職務はより長く継続するため, より利益の出る職務

のために, 企業はより多くの欠員を掲示する. ε1 が一定の場合, 解雇費用 f が上昇すると雇用

創出を抑制する.

(JC) (LTJD) (LTJA) (STJA) の関係は図 3 に示される43. (LTJA) と (STJA) で定義さ

れたε0 とεs を (JC) に代入し, (LTJD) との均衡から (ε*
1, θ*) が決定され, ε*

0 とε*
s が得

られる44.

次に失業について検討する45.

定常状態における失業率はθ*, ε*
1, ε*

0, ε*
s と失業フローから求められる. 各期において,

m(u,v)：職務接触数, π[1－Φ(ε*
s)]：固定期間契約数, (1－π)[1－Φ(ε*

0)]：長期契約数な

ので, 固定契約の職務数はπ[1－Φ(εs)]m(u,v) である. 生産性ショックがない場合には, 生

産性がε*
0 よりも低い職務について, ショックが到達した場合にはこのうちλΦ(ε*

0) の職務に

ついて雇用喪失が発生する. 長期雇用に転換されず雇用喪失が発生する短期契約数は,

qm(u,v){(1－λ)[Φ(ε*
0)－(ε*

s)]＋λΦ(ε*
0)[1－Φ(ε*

s)] である. 長期契約職務数は,

………
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43 Bentolila et al. (2012) では, JC, LTJD, LTJA の 3 本の式で説明を試みている.
44 賃金関数は,

短期契約：ws(ε)＝(1－β)z＋β(ε＋hθ),
長期契約の初年：ws(ε)＝(1－β)z＋β(ε＋hθ)－δβf,
継続する長期契約：ws(ε)＝(1－β)z＋β(ε＋hθ)＋(1－δ)βf
となる (Cahuc et al. (2002, p. 77)).

45 Cahuc et al. (2002, pp. 77-78).

図 3 長期及び短期雇用契約と雇用創出・喪失
注：Cahuc et al. (2002) に基づき作成



1－u－q[1－Φ(ε*
s)]m(u,v) であり, 生産性ショックが到達した場合には, このうち

λΦ(ε*
1) の職務が喪失する. 定常状態における失業率は次式で示される.

u*＝
λΦ(ε*

1)
λΦ(ε*

1)＋θ*q(θ*){λΦ(ε*
1)π[1－Φ(ε*

s)]＋[1－Φ(ε*
0)][1－λπΦ(ε*

s)]}

(4-16)

失業率は, ε1 の上昇とともに長期契約の職務が喪失することで上昇し, ε0 の上昇とともに固定

期間契約の職務が喪失することでも上昇する. また, 短期職務は長期職務よりも喪失しやすいた

めに, q の上昇とともに失業率は上昇する.

以上のように Cahuc et al. (2002) は, 雇用保護立法の部分的緩和により, 新規縁組に関して

要求される生産性水準から雇用創出は固定期間契約に限定されること, 固定契約から長期雇用へ

の転換にはさらに生産性の要求水準が高まること, 固定期間契約の雇用喪失が失業率上昇につな

がることを示した.

ここで解雇費用 f と固定期間契約比率πの上昇が与える影響について解説する46.

解雇費用 f の増加については {命題 1} が, 短期雇用比率πの上昇については {命題 2} が成

立する. 両者が与える効果は図 4 に示されている.

{命題 1 }

f が増加すると,

LTJD を下方シフトさせて, 所与のθについて長期契約職務の雇用喪失を抑制,

LTJA を上方シフトさせて, 所与のθについて短期契約職務の雇用喪失を促進,

STJA を上方シフトさせて, 所与のθについて短期契約職務の雇用創出を抑制,

JC を下方シフトさせて, θを低下させる.

{命題 2}

πが増加することは, LTJD, LTJA, STJA に影響を与えないが, JC を上方にシフトさせ

ることで固定契約職務の雇用創出を促進する. 均衡においては,

∂θ*

∂π
＞0,

∂ε*
1

∂π
＞0,

∂ε*
0

∂π
＞0,

∂ε*
s

∂π
＞0

となるため, 雇用創出と雇用喪失が促進され, 失業者の厚生は上昇する.

{命題 1} から, 解雇費用 f を高めると, 長期契約の雇用にはより高い生産性が要求されるた

めに, 固定期間契約を長期雇用契約に変換することを抑制するが, 均衡値θ*, ε*
1, ε*

0, ε*
s, u*

に与える影響は不明確である. 但し, Bentolila et al. (2012, p. F172) は, 解雇費用 f が増加す

ることは, 固定期間契約から長期契約への転換が抑制されるために, 欠員数が減少する中での短

期契約の雇用者の転職を促進することで失業率を上昇させる可能性があることを指摘している.

{命題 2} から, 固定期間契約比率πを増やすと, 固定期間契約の職務は長期契約の職務より

………………………
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46 Cahuc et al. (2002, pp. 78-81).



も大きな余剰を生むため, 固定期間契約の職務が創出される. 雇い主は受諾生産性に対してより

敏感となるので, 転職頻度が上昇する. 雇用創出と喪失が同時に発生するので, 失業に与える効

果は不明確である. しかし, 市場逼迫度の上昇は失業者の状況を改善する. 固定期間契約の受諾

生産性の上昇は. 雇用喪失を増加させることで移転所得を増やすことになり, 失業者の厚生を改

善する. 雇用者に与える効果は, 労使交渉を通して高い賃金を得られることと, 雇用喪失が増加

することから不明確である.

f とπの複合効果については先験的には結論を出せないため, シミュレーションを行わなけれ

ばならない. Cahuc et al. (2002, pp. 82-83) は, f を上昇させた場合, πの値が上昇するに応じ

て失業率は上昇することを示している. Bentolila et al. (2012, p.F173) は, 解雇費用が大きい

場合, πの上昇は固定期間契約の労働者の転職を促進して失業率を上昇させること, 固定期間契

約の職務へのショックが上昇したりミスマッチが拡大したりするとθを低下させて失業率を上昇

させることを指摘している.

本節での検討結果は, 正規雇用を保護した状態で非正規雇用を増加させる政策は, 解雇費用の

格差の拡大により, 余剰の拡大の観点から新規雇用を非正規雇用に限定するとともに, 長期契約

の雇用は創出されにくいことが示される. さらに固定期間契約から長期雇用への転換が難しいこ

とから, 非正規雇用の転職を増加させることにつながることが示される. その一方で長期継続雇

用は解雇されにくいことになる. 固有の生産性ショックが発生した場合, 失業率は上昇する. こ

れは, 解雇費用が雇用創出を抑制することが要因なのではなく, 部分的緩和による解雇費用の格

差に起因するものである.

5. 今後の展望

ここまで, 雇用保護立法の労働市場に与える効果について検討するための理論フレームワーク
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図 4 長期及び短期雇用契約と雇用政策の効果
注：Cahuc et al. (2002) に基づき作成



について検討してきた. DMP モデルをベースとすることで, 従来, 検証することのできなかっ

た課題に対して取り組みことが可能となった.

モデルからは, 雇用保護立法を緩和すれば失業率が低下する, あるいは雇用者が増えるという

議論は成立しないことが分かる. このような議論は, 雇用創出のみを見て雇用喪失をみていない

議論である.

雇用保護立法は 1970 年代以降に制度として確立されたものであり, 古い歴史を持つものでは

ない. 但し, 雇用保護立法を, 労働市場を一定の方向に誘導するといった市場設計する意図を持っ

た恣意的立法として批判することは早計である. なぜならば, 労働市場における確立された慣習

を近年になって法制度化したという解釈も可能であるからである. その意味において雇用保護立

法の内生性について検討することは重要である.

日本における解雇権濫用法理も企業経営における慣習を追認したものという解釈も可能である.

従って, 判例を解雇権を制約する ｢社会的規制｣ と捉えることは適切ではない. ｢解雇規制｣ 緩

和論が一般に浸透しなかったのは当然であろう. 社会における慣習を含めたルールを全て規制と

みなすこと, 解雇可能な条件を立法化しようとする思考は, 真の自由主義者の思想とは言い難い.

雇用保護立法が労働者の移動を抑制して効率性を低下させている可能性は否定できない. しか

し雇用保護を緩和すれば, 効率性が向上する保証はない. ｢解雇規制｣ を緩和すれば, 効率性を

向上させることができるという発想は, 規制に反対しつつ社会を制御可能として理想社会を設計

しようとする危険な考えである.

雇用保護法制の部分的緩和が与える効果については, 日本の労働市場に関して示唆するところ

が多い. 労働者派遣法の一連の改正, 有期雇用契約の継続雇用についての法改正等は雇用保護立

法の部分的緩和政策あるいはその修正と位置付けることができる. また, 日本においても契約社

員, パート・タイマー, 派遣社員等の非正規雇用は, 柔軟性の確保のみならず収益性の観点から

企業にとって望ましい就業形態であり, 新規雇用に際しての雇用創出割合が高い47. しかし, こ

れらの雇用形態が一定期間経過後に正規雇用に転換される可能性は低い. また, 正規雇用の雇用

創出が抑制されることで, 結果的に非正規雇用の転職は増えることになる. このような実態解明

に理論は大きな貢献をするであろう.

日本においてもこれまでの雇用保護立法に関する議論は, 経済理論, 実証分析結果を踏まえて

いなかったものであり, 再考を要する. 雇用保護立法に関する日本語文献では未だにサーチ理論

に言及していないものが多い. 日本で実施されてきた雇用保護立法の部分的緩和については, 議

論が十分ではない. このような状況にも関わらず, 有期雇用契約に関する法令や労働者派遣法の

改正等を実施している. また, 雇用保護立法と他の政策手段との補完性に関しても議論が不十分
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47 厚生労働省 (2015, p. 1, 6) は 2002 年以降の景気拡大時に非正規の雇用が増加した後に正規雇用が増
加したこと, 2012 年以降の景気回復過程において雇用創出は非正規雇用が大半であることを示してい
る.



である. 特に解雇権制約と解雇税や失業保険の関係についての考察が不十分である. 解雇権制約

の効果については直感では予想できないものであり, サーチ理論を用いた日本を対象としたシミュ

レーションと評価が必要であろう.

今後の課題としては, 雇用保護制度が内生的に決定される場合を検討すること, 手切れ金の最

適額の算定, 雇用保護制度と失業保険の代替・補完関係, 新規雇用契約における単一の期間の定

めのない雇用契約の有効性について議論することである.
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{補論Ⅰ. 日本の雇用保護立法}48

雇用期間の定めのない正規労働者の解雇に関して民法では 2 週間前に予告すれば雇用契約は解

約可能であると規定されている (第 627 条 1 項). 労働基準法では使用者が労働者を解雇する場

合, 少なくとも 30 日前に予告しなければならない, 予告をしない場合には 30 日分以上の平均賃

金を支払わなければならないとの条件が課されている (第 20 条の 1). これらは整理解雇を念頭

においたものではなく, 制定法上は雇い主の解雇権は広く制約されている訳ではない49.

但し, 従前より, 雇い主の解雇権の濫用は判例で制限されていた. 普通解雇・懲戒解雇に当たっ

ては, 客観的に合理的な理由を欠き, 社会通念上相当であると認められない場合は, その権利を
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48 ここでは各種論文等に紹介されている雇用保護立法に関する共通した記述をとりまとめた上で筆者の
所見を加えた.

49 労働政策研究・研修機構 (2007, p. 7).



濫用したものとして, 解雇は無効とすることという判例法理が確立されている50. これは解雇権

濫用法理と呼ばれており, 民法の権利の濫用 (第 1 条 3 項) を念頭に置いたものである. なお,

2003 年の労働基準法改正により, 労働基準法第 18 条 2 項として解雇権濫用法理は条文化され,

2007 年に労働契約法第 16 条に移行した.

集団 (整理) 解雇に当たっても, 解雇権濫用法理は適用される. この場合, 社会通念上相当で

あるためには, 別個に判例が確立しており, ①人員削減の必要性, ②採用中止, 配転・出向, 希

望退職等の整理解雇回避努力義務の履行, ③被解雇者選定の合理性, ④解雇される本人や労働組

合への説明等の手続きの妥当性の整理解雇の 4 要件が満たされることが必要となっている51. こ

れは解雇権濫用法理の一類型としての整理解雇法理である52.

解雇については労働契約法では具体的基準は示されていないこと, 整理解雇については, 判例

で正当性の判断基準が提示されていることから, 解雇の有効, 無効は裁判によって決定されるこ

とになる. この場合, 裁判には費用を要するため資金的に余裕がある, あるいは労働組合の支援

を得られる大・中堅企業の従業員に原告は限定される場合が多いと考えられる. そのため, 大・

中堅企業は裁判を避けるために解雇を極力控える傾向がある.

一方で中小企業の場合, 労働者は裁判に訴えることが難しいため解雇は比較的容易であるとさ

れている. つまり中小企業では 4 要件を全て満たしていない, あるいは判例に制約されず制定法

に従って解雇が実施されている場合が多いと考えられる53.

日本においては判例で正規雇用と非正規雇用の間に雇用保護において差があるとともに, 正規

雇用についても大・中堅企業と中小企業の労働者間において取扱に差があるという形態となって

いる. 但し, 2001 年 10 月から実施されている個別労働紛争解決促進制度や 2006 年 4 月から実

施されている労働審判制度が中小企業労働者や非正規雇用に与える効果についても分析する必要

性がある.

{補論Ⅱ. 日本における雇用保護立法緩和議論}

日本においては, 雇用保護立法を社会的規制と見做して, 解雇権制約の緩和を ｢規制緩和｣ の

観点から議論されることが多かった. これは, 市場主義, 新自由主義を自称する一部法・経済学

者 (彼 (女) 達は本当に自由主義の精神や哲学を理解できていたかについては相当に疑問がある)

が規制緩和, 構造改革の一環として提起したものである. 解雇基準や手続きのルールを立法化し,
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50 日本食塩製造事件 (最高裁昭和 50 年 4 月 25 日).
51 東洋酸素事件 (東京高等裁判所昭和 54 年 10 月 29 日).
52 労働政策研究・研修機構 (2007, p. 8).
53 労働政策研究・研修機構 (2013, p. 33-54) では退職・解雇に関する制度・慣行の詳細な調査結果が

記されており, 整理解雇を行った企業のうち正社員 100 人未満の企業においては, 解雇回避のために
配置転換, 希望退職, 残業規制等を実施する割合が低いこと, 解雇回避措置を行わない割合が 8.6％
となっていることが示されている.



解雇を円滑に行えるようにすれば労働市場が柔軟になり, 衰退 (低生産性) 産業から成長 (高生

産性) 産業に労働者が移動して一国全体の生産性が向上する, 企業は新規雇用者を増やすことで

雇用者数が増加する, あるいは失業率が低下するといった主として経済的効率の観点からの問題

提起である.

しかし解雇を容易かつ円滑にすることが雇用者全体の利益につながるという考えは, 雇用保護

立法の解雇抑制効果を無視したものであり, 論理の説得力の無さに感情的反発も加わって国民に

は理解されなかったようである.

解雇基準や手続きのルールを立法化する考えは本質的に矛盾を抱えている. 法令を補完する判

例で雇用保護がなされているのであるから, 判例に違背する立法化はそもそも不可能なのである.

これは立法に反対しつつ立法化を行うという自己撞着である. 労働契約法に見られるように, 結

局は権利の濫用を防ぐという判例での考えがルールとして立法化されるという結果となった.

また, 雇用保護立法が労働者の移動を抑制しているとしている一方で, ｢解雇規制｣ の緩和で

労働力の流動化を促すというのは矛盾している. 労働者の移動は市場が決めるものであり, 規制

を緩和すれば労働者が移動するとは限らない.

以下では政府の規制緩和関連の関係委員会等における議論を紹介する. 委員会等での議論は

｢解雇規制｣ 緩和を主張する一部の法・経済学者の主張が集約されたものである. なお, 規制緩

和論者の議論には解雇権濫用法理と整理解雇の 4 要件を混同している場合があるので注意が必要

である.

｢解雇規制｣ 緩和の議論は 1990 年代後半, 政府の行政改革推進本部規制改革委員会においてな

された. 規制改革委員会は, ｢解雇規制｣ については, 解雇権濫用法理が判例上確立しているが,

裁判所が解雇を容易には認めないために, かえって企業の採用意欲をそいで雇用者数が増加しな

いこと, ｢解雇規制｣ は在職者 (インサイダー) には有利に働くが, これから企業に就職しよう

とする者や一旦企業を辞めて再就職しようとする者 (アウトサイダー) には不利に働く傾向があ

ること, 解雇権濫用の法理は当事者 (インサイダー) 間の利害調整のみが行われており, それ以

外の者 (アウトサイダー) の利害が反映されない解決法であること, 法律ではなく, 判例に解決

を委ねた解雇規制の現状について, 裁判ではその恩恵に与れる者が労働組合の後ろ盾といった資

力のある労働者に限られていることが欠点であること等を指摘し, 立法化も含めて検討する必要

があると提言されている54. また, 規制改革委員会は, 職業紹介の自由化, 労働者派遣業務の拡

大, 有期雇用契約の弾力化の推進を提言している55.

同委員会は, これらに加えて, 事業開始後あるいは採用後の一定期間に限り解雇規制の適用を

除外する, あるいは整理解雇に当たって, 判例のいう解雇回避の努力義務に代えて再就職の援助

山上 俊彦

123

54 行政改革推進本部規制改革委員会｢規制改革についての第 2 次見解 (1999 年 12 月 14 日)｣.
55 行政改革推進本部規制改革委員会｢規制改革についての第 2 次見解 (1999 年 12 月 14 日)｣.



や能力開発支援を企業に課すことを立法化することを提唱している56.

ここから, この時点において ｢解雇規制｣ 緩和論者の判例法理に対する理解は不十分であり,

解雇手続きを立法化で対応することは手段として有効でないことを認識していなかったことが分

かる. 有効ではないのは, 立法化しても判例は依然として有効であるからである. また, 雇用保

護立法の全面的緩和と部分的緩和の区別が明確ではなく議論が錯綜していたことが分かる.

規制改革推進本部を継承した総合規制改革会議は, 引き続き解雇権濫用の法理を規制とみなし

て議論を続けた. 議論の過程で, 経営者や労働組合が総合規制改革の方針に対してどのような態

度を示したかは, その後の議論の行方を占う上で重要である. 日本経営者団体連盟は職業紹介の

自由化, 派遣業務の拡大, 有期雇用契約の弾力化に賛成する一方で, 解雇ルール法制化は解雇規

制の強化となることを懸念している57. 一方, 日本労働組合総連合会は職業紹介の自由化と派遣

労働業務の拡大には慎重であり, 解雇ルールを立法化するに当たっては最低限, 解雇権濫用の法

理や整理解雇の 4 要件を立法化しなければならないとしている58.

経営者は判例が条文化されることを危惧しており, 労働者は判例の条文化を却って歓迎してい

ることを示している. この時点で立法化は判例法理の制定法化となることを労使双方は正確に把

握していたことを示している.

総合規制改革会議の答申は, 職業紹介の自由化, 派遣労働者, 有期雇用労働者の拡大を提起す

るとともに, 解雇については, 法律は予告手続等を規定しているだけで, 解雇権濫用法理を始め

とする判例法で規制されているのが現状であることから, 解雇の基準やルールを立法で明示する

ことを検討するべきであるとしている59. 答申の趣旨は, 現在の判例よりも緩やかな解雇基準や

ルールを立法化して労働市場の柔軟性を高めることにあることは明白である.

また, 続く答申では, さらに一歩踏み込んで, 立法化に当たっては解雇ルールと試用期間との

関連, 解雇の際の救済手段として職場復帰のみならず｢金銭賠償方式｣を選択肢として導入するこ

とを提起している60.

その後の経緯を追うと, 職業紹介と労働者派遣に関する規制が緩和されたものの, 解雇に関し

ては労働契約法に判例法理が条文化されたことで規制緩和論者の意図とは反対結果となった. そ

の結果, 雇用保護立法の部分的緩和がなされたことになる.

正規雇用と非正規雇用の雇用保護の格差は新たな問題を呼ぶことになる. ｢解雇規制｣ 緩和論
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56 行政改革推進本部規制改革委員会｢規制改革についての見解 (2000 年 12 月 12 日)｣
なお, 同委員会の考え方については ｢規制改革に関する論点公開 (2000 年 7 月 26 日)｣ に詳細に記さ
れている.

57 総合規制改革会議議事概要 (第 8 回 2001 年 9 月 18 日).
58 総合規制改革会議議事概要 (第 8 回 2001 年 9 月 18 日).
59 総合規制改革会議 『重点 6 分野に関する中間取りまとめ』 (2001 年 7 月 24 日), 『規制改革の推進に関

する第 1 次答申』 (2001 年 12 月 11 日).
60 総合規制改革会議 『規制改革の推進に関する第 2 次答申』 (2002 年 12 月 12 日), 『規制改革の推進に

関する第 3 次答申』 (2003 年 12 月 22 日).



者は, この格差をなくすために正規雇用の保護を緩和することを求めている. しかしながら,

｢解雇規制｣ 緩和論が結果として部分的緩和につながったのであるから, この格差について批判

を加えることは自己撞着である.

｢金銭賠償方式｣については, その後, 解雇の金銭解決という形で再提起されることとなる. 労

働契約法の制定に際して, 結果的には採択されなかったが, 事前の研究会である今後の ｢労働契

約法制の在り方に関する研究会｣ の報告書において, 解雇の金銭解決も検討課題として挙がって

いる61. 同報告書では, 公平かつ客観的な観点からその是非が詳細に検討されており, 解雇の有

効・無効の判断と金銭解決の判断とを同一裁判所においてなすことは迅速の解決とはならない可

能性があること, 解決金は雇用関係を解消する代償であること, 労働者からの申し立てと企業か

らの申し立ての是非について論じられている.

2015 年の規制改革会議において解雇の金銭解決は再提案されている. 同会議では, 裁判のみ

ならず個別労働紛争解決促進制度も含めた解雇無効時において, 現在の雇用関係継続以外の権利

行使方法として, 金銭解決の選択肢を労働者に明示的に付与し, 選択肢の多様化を図ることを検

討すべきであると提言している62.

｢規制緩和論者｣ は当初の思惑通りに解雇権の ｢規制緩和｣ が捗らなかったために, 労働者を

解雇すること自体を目的として解雇の金銭解決を提示するに至っている. 解雇の金銭解決は判例

による法の支配を恣意的に覆そうとする自由主義に反する思想である. 本論でも論じたように,

雇い主が解雇の際に手切れ金を支給するのは, 保険市場が不完全で労働者がリスク回避的な場合

である. また, 金銭解決は大・中堅企業の整理解雇を促進し, 中小企業の整理解雇を遅延させる

可能性があるという点において整合性を欠いた政策提言である.

山上 俊彦
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61 厚生労働省 『今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書』 (2005 年 9 月 15 日).
62 規制改革会議 『規制改革に関する第 3 次答申』 (2015 年 6 月 16 日). この提言は首相官邸における日

本経済再生本部による 『｢日本再興戦略｣ 改訂 2014―未来への挑戦―』 (2014 年 6 月 24 日) の内容を
踏まえたものと考えられる.


